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　公的年金制度には、主に自営業者などが加入する国民年金と、会社員などが加入する厚生年金があります。
こうした制度に加入中の病気やけがで障害が残った場合は、国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金から
「障害厚生年金」が支給されます。 

障害年金を受けるには、次の３つの要件が必要になります。 

障害の原因となった病気やけがの初診日（※）が次のいずれかの期間にあること 
① 国民年金または厚生年金に加入している期間（被保険者期間） 
② 20歳前または60歳以上65歳未満で国内に居住している期間
 　※初診日：障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のこと 

　次の①または②を満たしていること
①初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険
　料免除期間を合算した期間が３分の２以上あること
②初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近の１年間に保険料の未納期間が
　ないこと（初診日が令和８年４月１日前の場合の特例）
　※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要

①障害認定日（※）に、障害の状態が法令で定める障害の程度（障害基礎年金は１級・２級、障害厚生年金
　は１級～３級）に該当すること
②障害認定日後に、障害の程度が増進し、65歳になるまでに障害の状態が法令で定められた状態に該当すること
　※障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診
　　日から１年６カ月をすぎた日、または１年６カ月以内にその病気やけがが治った場合（症状が固定した
　　場合）はその日

　詳しくは、日本年金機構ホームページ（全国の相談・手続窓口）https://www.nenkin.go.jp/ でご確認く
ださい。

１　初診日が被保険者期間等にあること

２　保険料の納付要件を満たしていること

３　一定の障害の状態にあること
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障害年金制度について
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３月の納期

●介護保険料
　■普通徴収（随時第１期分）

※介護保険料の納め忘れはありませんか。年度途中で
　　65 歳となった方や、転入された方は、納付書で介護
　　保険料を納めていただきます。お送りしてある納付書
　　を持参して、役場又は金融機関で納めてください。（納
　　付書をなくされた場合は､ 役場福祉介護課で再発行でき
　　ます。）
　※介護保険料を滞納すると、滞納期間に応じて保険給付
　　の制限を受ける場合があります。介護サービスが必要
　　となったときに安心してサービスを利用できるよう、
　　保険料の期限内納付にご協力をお願いします。

●後期高齢者医療保険料
　■普通徴収（随時第１期分）

納期限は３月 31 日㈫です。口座振替の場合は３月 26 日
㈭が振替日になりますので、ご利用の方は残高をご確認く
ださい。

問合せ
介護保険料　福祉介護課　介護包括ケア担当　内線143

後期高齢者医療保険料　町民課　給付担当　内線123

役場　☎６６・３１１１


